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昨今ニュースなどで、物価高騰の話題が連日取

り上げられており、賃上げの動向についても注視さ

れています。そのような中、厚生労働省は「賃上

げ・人材活性化・労働市場強化」雇用・労働総合政

策パッケージを策定しました。 

 

このパッケージでは、これまでの「賃上げ支援」

に加えて、「人材の育成・活性化を通じた賃上げ促

進」「賃金上昇を伴う円滑な労働移動の支援」「雇

用セーフティネットの再整備」の一体的、継続的な

取り組みを推進していくとしています。本稿では、こ

のパッケージが目指す「賃金上昇サイクル」の方向

性について、ご紹介して参ります。 

 

1．賃上げ推進の政策 

 

このような状況下、厚生労働省では、あらゆる層の賃上げを推進するために「賃金の底上げ」「賃

上げに繋がる人への投資」「賃金上昇を伴う労働移動」といった3つの方策と、それらを支える「多様

な働き方」を実現させるべく、次の政策パッケージを打ち出しました。 

 

Ａ. 労働者の賃上げ支援 

•最低賃金の引上げと履行確保 

•業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金、キャリアアップ助成金の拡充  

•同一労働同一賃金の徹底に向けた労働局と監督署の連携 

 

Ｂ. 人材の育成・活性化～個人の主体的なキャリア形成の促進～ 

① 個人の主体的なキャリア形成の促進 

人材開発支援助成金の助成率引上げなどの見直し／教育訓練給付のデジタル分野等成長分野、

土日・夜間対応講座の指定拡大 

② 新たな経験を通じた人材の育成・活性化 

産業雇用安定助成金、人材開発支援助成金の新コースの創設／副業・兼業ガイドラインの周知  

③ ステップアップを通じた人材活用 

人材開発支援助成金、キャリアアップ助成金、産業保健関係助成金の見直し・拡充  

 

 

Ｃ. 賃金上昇を伴う労働移動の円滑化～安心して挑戦できる労働市場の創造～ 

① 労働市場の強化・見える化 

働く人のワークエンゲージメント向上に向けた支援／職業情報提供サイトの整備、職場情報の開  

示に関するガイドライン策定 

1.賃 金 労働者の賃上げ推進の施策 

メール 

Ｗ杯日本代表を応援する東京タワー 
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② 賃金上昇を伴う労働移動の支援 

労働移動支援助成金、中途採用等支援助成金、特定求職者雇用開発助成金の見直し 

③ 継続的なキャリアサポート・就職支援 

公共職業訓練、求職者支援訓練のデジタル分野の重点化／受講者の特性に対応した教育訓練手

法の構築・普及促進事業 

 

Ｄ. 多様な選択を力強く支える環境整備・雇用セーフティネットの再整備 

① 次なる雇用情勢の悪化に備えた雇用保険財政の早期再建 

② フリーランスが安心して働くことができる環境整備 

③ 働き方、休み方の多様化、複線的なキャリア選択への対応 

 

2．一般労働者の賃金推移 

 

 以下の賃金推移を見るに、ここ20年程度では、女性の賃金は上昇傾向にあるものの、男女計の賃

金は、横ばいで推移しています。かたや、2022年10月に発表された9月の消費者物価指数は前年同

月比で3.0％の上昇、消費増税の影響を除くと31年ぶりの高い上昇率となっており、物価上昇は労働

者の生活に大きく影を落としています。 

※厚生労働省：「賃金構造基本統計調査（性別賃金、対前年増減率及び男女間賃金格差、対前年差の推移）」 
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３．業務改善助成金について 

 

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者が生産性を向上させ、事業場内で最も低い賃金の

引上げを図った際に支給される助成金の受給要件をご案内します。 

 

【受給要件】 ※一部抜粋 

① 賃金引上計画を策定し、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げること（就業規則等に規定） 

② 引上げ後の賃金額を支払うこと 

③ 生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施業務改善を行うこと 

 

4．さいごに 

 

このパッケージは、意欲と能力に応じた「多様な働き方」を可能とし、「賃金上昇」の好循環を実現

していくため、中長期も見据えた雇用政策に力点を置いています。そして、本施策に関する取り組み

を行う企業を支援するための助成金も創設・拡充される予定となっております。助成金の活用も視野

に入れながら、継続的に賃上げに関する取り組みを進めようとお考えの際には、ぜひ当事務所にご相

談ください。 
 

 

 新人・若手社員の社内研修における OJT（職場実習）は、ほとんどの企業で行われているプログラ

ムであり、新人に業務を覚えてもらい、実務的なスキルを身に付ける上で非常に有効な教育手段と

言えます。本稿では、新人・若手社員の OJT を行う上で、企業が抱く課題をご紹介するとともに、

それを改善する効果的な OJT の進め方を解説いたします。 

 

１．OJT の主な課題 

㈱日本能率協会マネジメントセンターが実施した「新人・若手社員の OJT に関するアンケート」によ

ると、回答企業(回答者数 1000 名)の約 9 割が「OJT に課題がある」と考えていることが明らかになり

ました。その課題（複数回答）感は次の通りです。 

2. 社員教育 新人・若手社員の OJT に関する課題と改善策 
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発行元：石田労務管理事務所 

発行人：石田久男 

発行日：月１回＋不定期 

２．有効な改善策 

 

こうした状況には、より効果的な OJT を行うために下記の視点に着目してみると良いでしょう。 

 

① 社内組織の連携強化 

「新人・若手社員」「OJT 担当者」「上司・会社」の連携を強化する。面談などでコミュニケーションを

図り、定期的な状況把握やフォローを行うなど、職場全体でサポートできる環境を構築する。 

② OJT 教育のマニュアル化と指導者研修 

OJT 担当者の指導スキルのばらつきなどを出さないために、OJT 実施マニュアルなどを作成し、

それを元に「教える技術」の研修(勉強会)を行い、指導者としてのレベルアップを図る。 

③ OJT の目的設定 

研修プログラム(育成計画)の設計のみならず、指導を行う上での指針を明確化し、最終ゴール(目

的)の設定にとどまらず、中間ゴールを設定して、どんなステップで必要な成果をあげ、スキルを身

に付けるか、都度分解し検証していく。 

④ マインドセットの把握と指導 

「マインドセット」とは、考え方や物事の見方の「癖」のようなものを意味します。新人・若手社員のマインドセッ
トを把握し、企業のマインドセット(企業理念や組織文化、行動規範、経営戦略などの社風)を意識させなが
ら、同じ目的・方向に向けて行動できるようにOJT指導を行っていく。 

 

３．さいごに 

 

OJTの効果を高める上では、企業組織として、社内間の連携強化、OJTのマニュアル化、指導者

研修、育成計画作成などの事前の準備が重要となります。 

OJTを実施している企業は、今一度自社の取り組みを振り返り、課題感を把握するとともに、前述の

改善策も参考としながら品質の底上げについて検討してみてはいかがでしょうか。 

 

 

 

 

 

札ノ辻より望む東京タワー 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

意見・ご質問は、お気軽にお問い合わせください。 

次号は 12 月 30 日に配信いたします。（石田久男） 

 

 
〒107-0061 東京都港区北青山2-10-17 ＳＯＨＯ北青山 103号 

[電話] 03-5410-0789 [FAX] 03-5410-0790 

 

http://www.ishidalmo.com/index.html 


